
   府中市中小企業見本市等出展事業補助金交付要綱 

           

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業者の販路拡大を支援し、地域産業の発展を図るため、

見本市等においてその製品及び技術力を展示する中小企業者に対し、市長が予算

の範囲内で補助金を交付することについて、府中市補助金交付規則（令和４年府

中市規則第２７号）に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

規定する者をいう。 

 ⑵ 見本市等 １００社以上の企業が、自社の製品及び技術力を紹介するために

出展する見本市、展示会又は展示商談会をいう。ただし、展示即売を伴うもの

を除く。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

見本市等に出展する中小企業者のうち、次の各号のいずれの要件も満たすものと

する。 

 ⑴ 市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き１年以上事業を営む者であるこ

と。 

 ⑵ 市税等の滞納がない者であること。 

 ⑶ この要綱により補助金の交付を受けようとする見本市等への出展に係り、国、

地方公共団体又は公共的団体等から補助金等を受けていない者であること。 

 ⑷ 府中市暴力団排除条例（平成２４年府中市条例第２号）に規定する暴力団又

は暴力団員等でない者であること。 

 ⑸ 公序良俗に反しない製品及び技術力を有する者であること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助

金の交付を受けようとする年度において開催される見本市等又はこれに準ずるも

のに出展する事業とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、こ

の限りでない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消



費税相当額を除く。 

 ⑴ 出展料又は小間料に係る経費 

 ⑵ 小間の装飾に係る経費 

 ⑶ 出展する製品その他付随品等の運搬に係る経費 

⑷ オンラインで開催する見本市等の出展にあたり作成したＰＲ動画等の外部へ

の作成委託費等 

 ⑸ その他市長が見本市等の出展にあたり必要と認める経費 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じて得た額に相当す

る額とする。この場合において、補助金の額に１，０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額が１５万円を超えるときは、同項の規定

にかかわらず、補助金の額を１５万円とする。 

 （補助金の交付申請等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、府中市中

小企業見本市等出展事業補助金交付申請書（別記様式第１号）を、補助対象事業

における見本市等の開催初日の１４日前までに次の書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

 ⑴ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金事業計画書（別記様式第２号） 

 ⑵ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金収支予算（決算）書（別記様式第３

号） 

 ⑶ 補助対象事業の内容が確認できる書類、パンフレット等 

 ⑷ 補助対象者の会社概要、パンフレット等 

 ⑸ 補助対象事業において展示する製品等が確認できる書類、パンフレット等 

 ⑹ 直近の市税完納証明 

 ⑺ 法人の登記事項証明書（事業所の所在地が確認できる書類） 

 ⑻ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付は、１中小企業者につき１会計年度１回とする。 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたと

きは補助金の交付を決定し、府中市中小企業見本市等出展事業補助金交付決定通

知書（別記様式第４号）により、申請者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、必要な条件を付すことができる。 

２ 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象

外とする。ただし、見本市等の開催年度と異なる年度において出展の申込み時に



支払いが必要となる出展料等の経費については、この限りでない。この場合にお

いて、補助対象者は当該経費を支払う前に市長に申し出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による審査の結果、交付しないことを決定したときは、

府中市中小企業見本市等出展事業補助金不交付決定通知書（別記様式第５号）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （補助対象事業の変更） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」

という。）は、交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは、

府中市中小企業見本市等出展事業補助金補助対象事業変更承認申請書（別記様式

第６号）に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の府中市中小企業見本市等出展事業補助金補助対象事業変更承認

申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、府中市中小

企業見本市等出展事業補助金補助対象事業変更承認通知書（別記様式第７号）に

より、申請者に通知するものとする。ただし、変更後の補助金の額は、当初の交

付決定の額を超えてはならない。 

 （補助対象事業の中止又は廃止） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、府中

市中小企業見本市等出展事業補助金補助対象事業（中止・廃止）届出書（別記様

式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係

る会計年度が終了したときは、府中市中小企業見本市等出展事業実績報告書（別

記様式第９号）に次に掲げる書類等を添えて、速やかに市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

 ⑴ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金事業報告書（別記様式第１０号） 

 ⑵ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金収支予算（決算）書（別記様式第３

号） 

 ⑶ 補助対象事業に要した経費の支払を確認できる書類（領収書の写し等） 

 ⑷ 補助対象事業における展示状況等を示す写真 

 ⑸ 補助対象事業における見本市等のパンフレット（出展者名が記載されている

もの）で当該補助対象事業の内容がわかるもの 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、



適当と認めたときは、補助金の額を確定し、府中市中小企業見本市等出展事業補

助金交付額確定通知書（別記様式第１１号）により補助事業者に通知する。 

 （補助金の交付請求） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を

受けようとするときは、府中市中小企業見本市等出展事業補助金交付請求書（別

記様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑶ 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 ⑷ 社会的に重大な責めを負う事件又は事故を起こしたとき。 

 ⑸ 補助対象事業が補助金の交付決定を受けた会計年度内に完了しないとき。 

 ⑹ 第１０条に規定する届出があったとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消す場合は、府中市中小

企業見本市等出展事業補助金交付決定取消通知書（別記様式第１３号）により補

助事業者に通知する。この場合において、市長は、当該取り消した部分に関して

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとす

る。 

 （市の事業への協力） 

第１５条 補助金の交付を受けた補助事業者は、市が行う各種産業振興事業に協力

するものとする。 

 （書類等の保存） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理を明確にし、かつ、経理に係る

書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年

間保存しなければならない。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 



 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （経過措置） 

３ この告示が効力を失う際、現に補助金の交付決定を受けている者の補助金交付

に係る事務手続については、なお従前の例による。 


